
令和５年度 第２回新潟労働局公共調達監視委員会の審議結果について 

 

 令和５年１１月３０日に開催された第２回新潟労働局公共調達監視委員会の審議概要につい

てお知らせします。 

 

【参考】新潟労働局公共調達監視委員会は、「随意契約の適正化の一層の推進について」（平成１９年１１月

２日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）の趣旨を踏まえ、工事及び物品・役務等の競争入札案件並

びに随意契約案件を第三者機関において審議することにより、新潟労働局が締結する契約が適正に行われるよ

う監視するため、平成１９年１２月２５日に設置されたものです。 

 

[審議日程等] 

日 時 令和５年１１月３０日（木）９:３０ ～ 

会 場 新潟美咲合同庁舎 2号館 2階  新潟労働局 会議室 

委 員 

委 員 長  小 林  大 造  小林経理事務所（公認会計士） 

委   員  佐々木  桐 子 新潟国際情報大学（准教授） 

委   員  鈴 木  髙 志 鈴木髙志法律事務所（弁護士） 

事 務 局 新潟労働局総務部総務課 

審 議 対 象 令和５年４月１日～令和５年７月３１日契約締結分案件 

 

[審議概要] 

１ 審議 

 （１）令和 5年度第 2回公共調達審査会（令和 5年 10 月 25 日開催）の審査結果報告 

    事務局（長）より、対象期間において、公共工事は随意契約案件が 1 件、物品・役務

等については、競争入札案件が 32 件、随意契約案件が 45 件あり、うち抽出された 47 件

について審査を行ったこと。審査の結果、抽出した全件において不適と判断される案件

はなく「所見なし」と評価されたことを報告した。 

 

 （２）審議案件の説明 

    事務局（木津）より、全 47 案件について、契約案件の概要、競争入札案件においては

予定価格及び落札金額、1 者応札事案におけるこれまでの経過等について、随意契約に

おいては随意契約に至った理由等、説明を行った。 

 

 （３）審議内容等 

○質疑１ 

≪入物１９号について≫ 

【佐々木委員】） 

・競争参加資格に「過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること」とな



っており、この要件で参加できなかった業者があったが、他の類似委託事業の説明資料には、

このような参加要件の記載はなく違和感がある。 

また、前年度の同事業についての説明資料には同様な要件の記載はない。 

・仕様書の内容から、セミナー開催の定員など、かなり大規模な事業であることは把握でき

るし、この事業をきちんと実行できる（実績を有する）業者へ委託する必要は認識するが、

後付けの要件ではないこと、特定の業者を排除する目的で設けたものではないことを確認し

たい。 

【回答】 

・この参加資格要件は、厚生労働省から示された内容を適用したものである。 

本案件に係る入札公告等は厚生労働省から示された内容に基づき作成しており、新潟局独自

に設けた要件ではない。 

・入札公告開始時より入札公告等に記載してある要件であり、内容の変更等は行っておらず、

後付けした要件ではない。 

 

 

〇質疑２ 

≪入物１４号について≫ 

【佐々木委員】 

レンタカー賃貸借に係る契約で、前年度は同じ業者とＲ４～Ｒ８年度の一括契約の案件があ

ったが、今年度の契約は不足分を日々補うために借りるものというもので、前年度とは内容

が違うとの解釈で良いか。 

【回答】 

質疑のあった前年度の契約は、耐用年数を超過した官用車を入替時にリースとして５年間の

賃貸借契約を行っているもの。本案件は官用車が足りない際、単発で日々借りるための令和

５年度分契約である。 

 

【佐々木委員】 

具体的な台数が不明なので金額の妥当性は分からないが、同一の業者で５年間リースと日々

借分の契約で、日々借分のほうが高額で、その金額の差も大きいと感じてしまうが如何。 

【回答】 

日々借分の契約は当局（全県一括分）として、年間１,１７７台を予定した調達で高額となっ

ている。 

また、昨今の物価上昇等により、本案件の単価は昨年度より概ね１．５倍に上がっている状

況もある。 

 

 

 



〇質疑３ 

≪一般競争入札全体について≫ 

【鈴木委員】 

一者応札が１５件あることは、過去の状況と比べてどのように捉えているか。 

【回答】 

・前年度と同程度と考えている。 

・今回１者応札となった案件は、前年度以前より１者応札となっており、その解消が難しい

案件ばかりである。その中でも、仕様の見直しといった改善に努めており、今年度の入札に

おいて前年度までの１者応札の状況を解消することができた案件もある。今後も、各案件の

状況に応じた改善に努めてまいりたい。 

 

【小林委員】 

「応札者１者の理由」について、全体的に「人手不足が影響している」という文言が昨年よ

り増えているが、どのように把握しているのか。 

【回答】 

入札公告時、参加可能と思料される業者に対し公告内容の案内を行っており、案内を行った

業者が参加しない場合、その理由を確認して次回以降の改善に生かしているが、その際に

「人手不足」といった理由で参加しない業者が多い印象である。 

 

【小林委員】 

予定価格には物価や人件費の上昇を考慮しているか。 

【回答】 

考慮のうえ予定価格をたてている。 

 

 

〇質疑４ 

≪随物１３号について≫ 

【佐々木委員】 

本委託事業は契約金額が高額であるが、令和５年度は３，３２０万円、令和４年度は２，５

３０万円、令和３年度は４，０００万円と年度毎に金額の変動が大きいのはなぜか。令和４

年度は本省の仕様、事業内容が変わったことで金額が下がったとの説明であったが、今回も

仕様が変わったのか。 

【回答】 

・新規会員数の増減が契約額に影響する。昨年度からの契約額上昇は、新規会員数の増加に

よるものである。 

・全国的にも新規会員数が増加しており、配付予算額が増加傾向となっている。 

 



 

〇質疑５ 

≪随工１号について≫ 

【鈴木委員】 

賃貸借スペースの原状回復で業者指定されているが、この金額の妥当性はどのように確認し

ているか。 

【回答】 

見積書内で内訳を詳細に示させ、各項目毎に検証している。 

 

 

〇質疑６ 

≪随物６号から１２号について≫ 

【小林委員】 

この７件は同じ委託事業を地区毎に契約しているようであるが、（１２号）佐渡地区の契約

のみ前年度より減額している。他地域は増加しているが、（１２号は）仕事量の減少などの

見積もりがあってのことか。 

【回答】 

委託内容は大きく変わっておらず、どの項目で変動があったかは、詳細を突合してみないと

不明だが、明細もあり細かい積算の上での結果である。 

また、この委託事業については、年度途中でも人件費などの関係で（確定の）金額は増減す

る事業である。 

 

 

〇質疑７ 

≪入物２８号について≫ 

【佐々木委員】 

昨年度の同事業は入札不調による随意契約となっており、契約金額は８８６万円であった。

一方、今年度は一般競争入札により７００万円で落札となっている。これらの理由をどのよ

うに考えているか。 

【回答】 

昨年度の契約については、入札不調からの随意契約に関して規定された内容に基づき、札入

れにおいて予定価格に達しなかったことから、価格交渉等を実施したうえで随意契約を締結

したものである。ちなみに、昨年度入札においては、参加業者は１者のみであった。 

一方、今年度の契約においては、調達改善の取組等により入札参加業者が２者となり、かつ、

昨年度参加していない業者が落札した。 

調達改善に取り組んだ結果、入札を適正に実施することができ、契約金額の下落につながっ

たものと考えている。 



 

 

２ 審議結果 

 ・全審議議案において「特に問題なし」と評価する。 

 ・設置要綱第５条に基づき、新潟労働局ホームページに審議概要を公表するほか、同第１２

条に基づき、中央監視委員会に審議結果を報告する。 

 

 

３ その他 

 次回、第３回の監視委員会は、令和６年１月２９日の開催を予定している。 

 






















